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(57)【要約】
　広告要素（２）は、面上に位置するように適合された
下部と、広告要素を有する広告面を備える上部と、を有
する広告要素（２）であって、広告面は、複数の突起（
１２）を備え、突起（１２）それぞれは、グラフィック
（１８’）を有する第１のディスプレイ面（１４）であ
って、前記第１のディスプレイ面（１４）及び前記グラ
フィック（１８’）は、第１の定視点（４）に向けて配
向されている、第１のディスプレイ面（１４）と、グラ
フィック（１８”）を有する第２のディスプレイ面（１
６）であって、前記第２のディスプレイ面（１６）及び
前記グラフィック（１８”）は、第２の定視点（６）に
向けて配向されている、第２のディスプレイ面（１６）
と、を備える。前記広告要素を製造する方法と広告画像
を撮像する方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面上に位置するように適合された下部と、広告情報を有する広告面を備える上部と、
を有する広告要素（２）であって、
　前記広告面は、複数の突起（１２）を備え、前記突起（１２）それぞれは、グラフィッ
ク（１８’）を有する第１のディスプレイ面（１４）であって、前記グラフィック（１８
’）は、前記第１のディスプレイ面に適用され、前記第１のディスプレイ面（１４）及び
前記グラフィック（１８’）は、第１の定視点（４）に向けて配向されている、第１のデ
ィスプレイ面（１４）と、グラフィック（１８”）を有する第２のディスプレイ面（１６
）であって、前記グラフィック（１８”）は前記第２のディスプレイ面（１６）に適用さ
れ、前記第２のディスプレイ面（１６）及び前記グラフィック（１８”）は、第２の定視
点（６）に向けて配向されている、第２のディスプレイ面（１６）と、を備え、
　前記広告情報は、前記第１のディスプレイ面（１４）上で組み合わされる前記グラフィ
ック（１８’）で構成される第１の画像（８）と、前記第２のディスプレイ面（１６）上
で組み合わされる前記グラフィック（１８”）で構成される第２の画像（１０）と、を備
え、
　前記第１のディスプレイ面と前記第２のディスプレイ面とは、縁（３）によって分離さ
れ、前記縁は、グラフィックを前記第１のディスプレイ面（１４）及び前記第２のディス
プレイ面（１６）から分離する分離線を備えることを特徴とする広告要素（２）。
【請求項２】
　前記分離線は単一の色を有することを特徴とする請求項１に記載の広告要素（２）。
【請求項３】
　グラフィックは、前記第１の定視点（４）から可視である前記第１のディスプレイ面（
１４）の一部に施され、かつ、前記第２の定視点（６）から可視である前記第２のディス
プレイ面（１６）の一部に適用されることを特徴とする請求項１または２に記載の広告要
素（２）。
【請求項４】
　前記第１及び第２のディスプレイ面の残部は、可視な部分からグラフィックの端を引き
伸ばしすることによってドロップラインを備えることを特徴とする請求項１～３のいずれ
か一項に記載の広告要素（２）。
【請求項５】
　前記第１及び第２のディスプレイ面の前記残部は、単色であることを特徴とする請求項
１～３のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項６】
　前記突起（１２）それぞれは、前記広告要素（２）が前記第２の定視点（６）から見ら
れた際に、前記第１のディスプレイ面（１４）が、前記第２のディスプレイ面（１６）に
よって遮断されるように、かつ／または、前記広告要素（２）が前記第１の定視点（４）
から見られた際に、前記第２のディスプレイ面（１６）が、前記第１のディスプレイ面（
１４）によって遮断されるように構成されることを特徴とすることを特徴とする請求項１
～５のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項７】
　前記第１及び第２のディスプレイ面（１４、１６）は、後ろ合わせの構成で配置される
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項８】
　前記第１及び／または第２の画像（８、１０）は、それぞれ、前記第１及び／または第
２の定視点（４、６）からの視線に対応する視線を有する逆透視図であることを特徴とす
る請求項１～７のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項９】
　前記第１及び／または第２のディスプレイ面（１４、１６）の少なくとも１つは、平面
であることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
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【請求項１０】
　前記第１及び／または第２のディスプレイ面（１４、１６）の少なくとも１つは、切子
面のある面であることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の広告要素（２）
。
【請求項１１】
　前記広告要素（２）は、前記広告要素（２）の前記第１及び／または第２のディスプレ
イ面（１４、１６）から光の拡散反射をもたらすために拡散材料を備えることを特徴とす
る請求項１～１０のいずれか一項に記載の広告要素（２）。　
【請求項１２】
　前記第１及び第２のディスプレイ面（１４、１６）は、低い正反射率を有することを特
徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項１３】
　前記突起（１２）それぞれは、グラフィック（１８”’）を有する少なくとも１つの追
加的なディスプレイ面（４６）を備え、前記追加的なディスプレイ面（４６）及び前記グ
ラフィック（１８”’）は、追加的なディスプレイ面毎に１つの追加的な定視点に向けて
配向され、追加的なディスプレイ面に施され、
前記広告要素は、前記少なくとも１つの追加的なディスプレイ面（４６）上の組み合わさ
れた前記グラフィック（１８”’）で構成される追加的なディスプレイ面毎に１つの追加
的な画像（４８）を備えることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の広告
要素（２）。
【請求項１４】
　前記突起（１２）それぞれは、グラフィック（１８”’）を有する少なくとも１つの追
加的なディスプレイ面（４６）を備え、前記追加的なディスプレイ面（４６）及び前記グ
ラフィック（１８”’）は、追加的なディスプレイ面毎に１つの追加的な定視点に向けて
配向され、追加的なディスプレイ面に施され、前記広告要素は、前記少なくとも１つの追
加的なディスプレイ面（４６）上の組み合わされた前記グラフィック（１８”’）で構成
される追加的なディスプレイ面毎に１つの追加的な画像（４８）を備えることを特徴とす
る請求項１３に記載の広告要素（２）。
【請求項１５】
　広告画像を撮像する方法であって、当該方法は、
　第１の定視点に第１の撮像装置と第２の定視点に第２の撮像装置と配置するステップ、
　前記第１の画像が前記第１の定視点から可視であり、前記第２の画像が前記第２の定視
点から可視になるように、請求項１～１３のいずれか一項に記載の広告要素を前記第１及
び第２の撮像装置の視線に配置するステップ、及び、
　前記第１及び／または第２の撮像装置によって前記第１の画像及び／または前記第２の
画像を撮像するステップ、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　広告要素（２）を製造する方法であって、
　前記広告要素（２）と、第１及び第２の定視点（４，６）との相対位置を確立するステ
ップ、及び
　前記第１の定視点（４）から見た際に明解である前記第１の画像（８）と前記第２の定
視点（６）から見た際に明解である前記第１の画像（１０）とを形成する前記相対位置に
基づいて請求項１～１３のいずれか一項に記載の広告要素（２）を用意するステップ、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記広告要素（２）を用意するステップは、
‐　前記第１の定視点（４）から可視であり、前記第１のディスプレイ面上のグラフィッ
ク（１８’）で構成される第１の画像８と、前記第２の定視点（６）から可視であり、前
記第２のディスプレイ面上のグラフィック（１８”）で構成される第２の画像１０と、を
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広告要素（２）上に表示するための前記突起（１２）を構成するステップ、
‐　前記第１及び第２の画像（８、１０）を、前記第１及び第２のディスプレイ面（１４
、１６）にそれぞれ適用されるグラフィック（１８’、１８”）に対応するタイルに分離
するステップ、及び、
‐　グラフィックの形の前記タイルを前記第１及び第２のディスプレイ面にそれぞれ適用
するステップ、
を含むことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記広告要素（２）を用意するステップは、前記第１及び第２の画像をタイルに分離す
る前に、前記第１及び第２の画像（８、１０）に変換を適用するステップを含むことを特
徴とする請求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記変換は、逆透視変換、引き伸ばし、スキュー、アフィン変換、色変換、色強調、鮮
明化、ぼかし、及び／またはレイトレーシングの中から選択されることを特徴とする請求
項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表面上に位置するための広告要素、前記広告要素を製造する方法、及び、競
技場で広告画像を撮像する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　競技場における広告パネルの使用は、静的な広告が一般的な方法である。特に、潜在的
に多数の人々が広告にさらされることから、スポーツイベントがテレビで放送される場合
には、もたらされる広告効果を認識できる。
【０００３】
　競技場からチームスポーツ、例えば、フットボール、アメリカンフットボール、ハンド
ボール、バスケットボール、アイスホッケーなどを放送する際は、通常、多くのテレビカ
メラがプレイフィールドの周りに配置される。ゲームは、フィールドの一サイド上のカメ
ラが一チームのサポーターに放送するのに対して、フィールドの他サイドのカメラが、他
チームのサポーターに放送するような方法で、ゲームが各チームの視聴者に放送され得る
。
【０００４】
　従って、フィールドの各サイドの広告パネルは、各チームのサポーター達に向けられ得
る。従って、例えば国際イベントのとき、フィールドの各サイドの広告パネルは、関わり
のある、おそらくはさらに一チームのサポーターの言語での広告を示しており、フィール
ドの他サイドの広告パネルは、関わりのある、おそらくはさらに他チームのサポーターの
言語での広告を示している。
【０００５】
　フィールドの一サイド上のカメラの視点からは、フィールドの反対側のサイドの広告パ
ネル上の、プレイフィールドに向いている広告は、カメラから見ることができ、同時に、
フィールドの同じサイドの広告パネル上の、プレイフィールドに向いている広告は、カメ
ラから隠れる。
【０００６】
　しかしながら、フィールドのいずれのエンドにある広告パネルも、フィールドの両サイ
ドのカメラから見ることができる。
【０００７】
　特許文献１は、２つの視点を最適化した広告印刷について説明する。広告は、略平坦な
プリントキャリア上に印刷される。プリントは、第１及び第２の視点によって規定される
複数の可視サイドを有する立体的な要素の転写である。プリントは、第１の視点からの視
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線に基づいたプリントキャリアへの３Ｄ要素の１つのサイドの透視投影である第１の部分
を備える。第２の部分は、第２の視点からの視線に基づいた、プリントキャリアへの３Ｄ
要素の第２のサイドの透視投影である。このプリントは両視点から可視である。透視変換
がなされ、観察者は、３Ｄとしてプリントを解釈するだろう。テキスト、ロゴ、及び別の
画像が、キャリア上に印刷でき、これにより、これらのものが、３Ｄ要素の複数の側面に
配置されて見えるように配置されるだろう。
【０００８】
　特許文献１の広告プリントのデメリットは、人目を引く効果が両視点から達成されるが
、広告は、フィールドの両サイドのテレビの視聴者に関連するものでなければならないこ
とである。例えば、国際スポーツイベントなどのスポーツイベントでは、広告主たちは、
ローカルのテレビの視聴者をターゲットにした、異なるテキスト、図、または別の情報を
有し得る。このことは、すべての観察者から見ることができばければ、特許文献１におけ
る広告プリントでは実現できない。
【０００９】
　特許文献１の広告プリントの別のデメリットは、プレイフィールドのいずれかのエンド
での広告スペースが、両サイドの観察者に関わる広告主間でシェアされなければならない
ことである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００３／０１７３７７２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本願の課題は、上述の問題を解消する広告手段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願発明によると、これは、表面上に位置するように適合された下部と、広告情報を有
する広告面を備える上部と、を有する広告要素によって達成される。広告面は複数の突起
を備える。各突起は、グラフィックを有する第１のディスプレイ面を備え、前記グラフィ
ックは前記第１のディスプレイ面に適用され、前記ディスプレイ面及びグラフィックは、
第１の定視点から可視である、すなわち、そこに向けて配向され、かつ、グラフィックを
有する第２のディスプレイ面を備え、前記グラフィックは、前記第２のディスプレイ面に
適用され、前記ディスプレイ面及びグラフィックは、第２の定視点から可視である、即ち
、そこに向けて配向される。広告情報は、第１のディスプレイ面上のグラフィックから構
成される第１の画像と、第２のディスプレイ面上のグラフィックから構成される第２の画
像と、を備える。第１のディスプレイ面及び第２のディスプレイ面は、前記第１のディス
プレイ面及び前記第２のディスプレイ面からグラフィックを分離する分離線を備えるエッ
ジによって分離される。
【００１３】
　一実施形態では、広告要素は、５ｍｍ～１００ｍｍの幅と５０ｍｍより低い高さをそれ
ぞれ有する複数の小さな突起を有する柔軟性材料から作られる。これにより、８ｍ～１２
ｍの長さと８ｍ～１２ｍの幅を有し得る広告要素は、例えば、８０～２４００個の比較的
多数のとても小さい突起を有する。
【００１４】
　「～に向けて配向される」との用語は、定視点から見るために最適化される画像を意味
する。画像は、別の位置からも可視であり得るが、意図された見方は定視点で体験できる
。このことは、定視点に位置する観察者の体験が最適化される、または、面と、定視点へ
の、または、定視点からの見る角度である、見る角度との間の垂直な配置を有するように
画像を変換することによってなし得る。
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【００１５】
　分離線は、ある実施形態では、一色であり、例えば、３０％のグレイのようなグレイ色
である。
【００１６】
　分離線を前記ディスプレイ面間のエッジ上に有することによって、１つのディスプレイ
面のグラフィックが、反対側のディスプレイ面上のグラフィックの視覚的印象を邪魔する
ことを避けられる。例えば、ディスプレイ面のグラフィックが、とても特徴的な色を有す
る場合、これは反対側のグラフィックを邪魔する可能性がある。
【００１７】
　グラフィックは、第１及び第２の定視点それぞれから可視である各ディスプレイ面の一
部に適用される。これにより、グラフィックからの情報が失われず、グラフィックのその
ままの印象及びこれによる広告情報が確かなものになる。
【００１８】
　第１及び第２のディスプレイ面の残部は、可視部分からグラフィックの端部まで引き伸
ばすことによりドロップラインを備え得る。または、第１及び第２のディスプレイ面の残
部は単色である。これにより、定視点から異なる視点を利用することによって、グラフィ
ックの許容できる印象がまだ得られる。
【００１９】
　さらに、このことは広告画像を撮像する方法によって達成される。方法は、第１の定視
点に第１の撮像装置を、かつ、第２の定視点に第２の撮像装置を配置するステップ、前記
第１の画像が前記第１の定視点から可視であり、前記第２の画像が前記第２の定視点から
可視になるように、広告要素を前記第１及び第２の撮像装置の視線に配置するステップ、
及び、前記第１及び／または第２の撮像装置それぞれによって前記第１の画像及び／また
は前記第２の画像を撮像するステップ、を備える。ここで特定の視点「から可視」との用
語は、画像が、その視点から、または、その視点に対応する見る角度から見られるのに最
適化される要求を含んでいる。
【００２０】
　さらに、このことは広告要素を製造する方法によって達成される。方法は、広告要素と
、第１及び第２の定視点との相対位置を確立するステップと、各画像が前記第１の定視点
及び前記第２の定視点からそれぞれ見た際に明解であるように、前記第１の画像と前記第
２の画像を形成する前記相対位置に基づいて広告要素を用意するステップと、を含む。
【００２１】
　本願において、「明解」との用語は、画像が複数のより小さな断片、すなわち、グラフ
ィックが適用され、かつ突起に適用されるタイル、で構成されるが、各定視点から見る際
に、隙間のない、壊れていない１つの画像として見えることを説明するために使用される
。
【００２２】
　これにより、２つの定視点の１つから見た際に、広告要素は１つの明解な画像のみを表
示するように見えるようにして、２つの画像を同じ広告要素上に表示できることを実現す
る。
【００２３】
　本願では、「定視点」は、関連する画像が、最適され、明解に、かつ／または完全に解
像されて見える視点を意味している。１つの画像が、最適化されて見える角度に沿って見
られる際に、広告要素上の他の画像は可視でないことが理解されるだろう。
【００２４】
　本願では、「画像」との用語は、各定視点に位置する観察者または撮像装置に見えるグ
ラフィック情報を意味する。グラフィック情報は、写真、グラフィック、テキスト等を備
え得る。画像は、それ自体の別々の広告情報を提供する複数のより小さな画像を備えても
よい。
【００２５】
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　さらに、同じ広告要素が、どちらの定視点から見る際も広告要素の同じ領域に見えるも
のの上で、第１の定視点に向けられた第１の画像と、第２の定視点に向けられた第２の画
像を表示できることを実現する。
【００２６】
　従って、同時に第１及び第２の定視点に向けられた広告要素でプレイフィールドの横ま
たは上の表面全体を埋めることが可能である。
【００２７】
　プレイフィールドの横または上の、本発明における広告を見る際、広告は、すべてが定
視点に向けられているように視覚的に見える。プレイフィールドの一側のみの定視点に関
連する広告主は、別の広告主がプレイフィールドの反対側の定視点に関連するときに、プ
レイフィールドのエンドまたはプレイフィールド上の同じ広告スペースをシェアすること
ができる。
【００２８】
　人が、定視点の観察者として存在し得る。
【００２９】
　本発明は、特に、撮像装置が各定視点配置される際に関連する。
【００３０】
　撮像装置の例は、テレビカメラ、ビデオカメラ、及び、写真カメラである。
【００３１】
　広告要素の一実施形態では、例えばプレイフィールドの略平坦な表面上に位置するよう
に適合された平坦な裏側を有する略平面の要素である。
【００３２】
　広告要素の一実施形態では、裏側が面上で支持された状態で広げることができる広告カ
ーペットである。
【００３３】
　広告カーペットが使用されない際は、カーペットは、ロール状に巻き戻して、平坦な表
面から別の保管場所かどこかに移動される。表面は、例えば、コンクリート表面のように
平坦であってよく、例えば、ガラスのように略平坦であってよく、または、互いに角度が
ついた関係であり得る複数のエリアを有していてもよい。さらに、表面は、例えばモータ
ースポーツ及び自転車競技に関連して有利であるように湾曲していてもよい。
【００３４】
　広告要素の設計中に、広告要素が配置される表面の形状及び特性が広告情報の見え方が
歪まないように考慮され得る。
【００３５】
　広告要素は、広告要素が表示される広告面を備える上部を有する。広告情報は、例えば
、会社ロゴ、画像、文章などであってよい。
【００３６】
　複数の突起は、広告面上に形成される。各突起は、第１のディスプレイ面を有する。グ
ラフィックは、各第１のディスプレイ面に適用される。突起は、第１のディスプレイ面に
適用されるグラフィックが、第１の定視点から可視であるように構成される。第１のディ
スプレイ面上のグラフィックは、組み合わされると第１の画像を形成する。第１の画像は
、第１の定視点から見られる際に明解である。
【００３７】
　第１の画像を生成するために、先ず、突起の構成に基づいて前処理される必要がある。
前処理は、第１の画像をタイルに分解するステップを含む。各タイルは、特定の突起に適
用されるように適合される。各タイルの適合は、全てのタイルが第１の突起のディスプレ
イ面に適用される際に、各タイルのグラフィックが組み合わされて第１の画像を表示する
ように、突起の形状及び広告要素上のその位置に基づく。言い換えると、各タイルは、隣
接する突起上の隣のタイルに連結されるだろう。第１の画像は、第１の定視点から見られ
る際に明解な画像として見えるだろう。



(8) JP 2015-528123 A 2015.9.24

10

20

30

40

50

【００３８】
　各突起は、第２のディスプレイ面を有する。グラフィックは、前記第１のディスプレイ
面で説明したように各第２のディスプレイ面に適用され、これにより、第２の画像は、第
２の定視点から見られる際に明解に見えるだろう。
【００３９】
　本発明における広告要素の一実施形態では、突起は、均一な断面形状を有し、広告要素
に亘って延在する。
【００４０】
　突起は、広告要素上に頂上部と谷部を形成する。
【００４１】
　本発明における広告要素の一実施形態では、グラフィックは、第１及び／または第２の
ディスプレイ面上に直接印刷されることによって適用される。このことが、静的な第１及
び第２の画像を提供する。
【００４２】
　本発明における広告要素の一実施形態では、グラフィックは、プリントキャリアに印刷
すること、かつ、第１及び／または第２のディスプレイ面にプリントキャリアを適用する
ことによって適用される。このことが、静的な第１及び第２の画像を提供する。
【００４３】
　プリントキャリアは、多数のプリントキャリアが完成した広告要素を形成するために適
用されるように、タイルに対応するサイズを有してもよい。
【００４４】
　プリントキャリアは、プリントキャリアが１つのピースとして広告要素に適用されるよ
うに、第１及び第２のディスプレイ面の組み合わされた表面積に対応するサイズを有して
もよい。プリントキャリアは、突起によって画定された広告要素の表面輪郭に従うように
折られる。
【００４５】
　本発明における広告要素の一実施形態では、グラフィックは、非永久的表示手段によっ
て第１及び／または第２のディスプレイ面に適用される。そのような非永久的表示手段の
例は、ＬＣＤディスプレイ及びＬＥＤ／ＯＬＥＤディスプレイである。このことは、第１
及び／または第２の画像の簡単な交換を容易にするだろう。
【００４６】
　好ましくは、第２の画像は、第１の定視点から広告要素が見られる際に不可視である。
　　
【００４７】
　好ましくは、第１の画像は、第２の定視点から広告要素が見られる際に不可視である。
　　
【００４８】
　第２の画像が第２の定視点から可視であると同時に、第１の画像は、第１の定視点から
可視である。
【００４９】
　広告要素の一実施形態では、第１の定視点及び／または第２の定視点からの視線は、広
告要素を通る中心線と平行である。
【００５０】
　広告要素の一実施形態では、第１の定視点及び／または第２の定視点からの視線は、広
告要素を通る中心線に対して傾斜している。
【００５１】
　広告要素の一実施形態では、広告要素は、広告要素が配置される平坦な表面から移動可
能なように適合される。このことは、定視点及び広告要素が変更のない相対位置であると
ころの、広告情報を容易に変える、または、異なる場所に移動することを可能にする。
【００５２】
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　スポーツイベントに関係して使用される際、広告要素の関連性は、各イベント間で変わ
るかもしれない。広告要素は、表面に取り付けることなしに、または、移動可能な固定具
を広告要素に取り付けることなしに、平坦な表面上に広告要素を単純に置くことによって
移動できることに適合されてもよい。
【００５３】
　競技場で使用される広告要素は、１０ｍ２から１７５ｍ２を超える範囲のサイズを有し
得る。
【００５４】
　一実施形態では、広告要素は、複数のより小さなセクションで構成される。
【００５５】
　さらなる実施形態では、本願における広告要素は、各突起が、広告要素が第２の定視点
から見られる際、各突起は、第１のディスプレイ面が第２のディスプレイ面によって遮断
されるように、かつ／または、広告要素が第１の定視点から見られる際、第２のディスプ
レイ面が第１のディスプレイ面によって遮断されるよう構成される点において特別である
。
【００５６】
　これにより、広告要素が第１の定視点から見られる際に第１の画像が可視であり、第２
の画像が不可視であり、かつ／または、広告要素が第２の定視点から見られる際に第１の
画像が不可視であり、第２の画像が可視であることを実現する。
【００５７】
　突起は、特定の視点により近い突起が、反対側の視点に向けられるディスプレイ面を遮
断している。
【００５８】
　さらなる実施形態によると、本発明の広告要素は、第１及び第２のディスプレイ面が後
ろ合わせ構成で配置される点において特別である。
【００５９】
　本願明細書における後ろ合わせとの用語は、材料シートまたは壁の単に違う側面を意味
する構成に限定するようことは意図していない。代わりに、この用語は、それぞれの面が
、互いから概して離れるように配向されるように、境界に沿って配置されることを示すよ
うに理解されるべきである。
【００６０】
　これにより、広告要素は、特に簡単な方式で製造され得ることを実現する。後ろ合わせ
構成の突起は延在され、連続的に広告要素に適用され得る、または、広告要素は、一体に
押し出され得る。
【００６１】
　広告要素の一実施形態では、突起の断面形状は三角形である。この形状は、突起が一方
向に連続的な要素であるように、押し出され得る。
【００６２】
　この構成では、突起は、有利に、特定の視点により近い突起がその視点から見られる際
に、別の視点に向けてのディスプレイ面を遮断している。
【００６３】
　この実施形態での突起を形成する三角形は、正三角形または二等辺三角形であってよい
。
【００６４】
　これにより、広告要素が左右対称であり得ることから、画像を第１及び第２のディスプ
レイ面に変換し、適用する手間が減ることを実現する。
【００６５】
　別の実施形態では、三角形は不等辺三角形であってもよい。第１及び第２のディスプレ
イ面の面積が異なるだろう。しかしながら、第１及び第２の画像は、所定のフットプリン
トを有する広告要素の左右対称な構成用の同一のサイズ有し続けることができる。この画
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像情報／画質は、従って、第１及び第２のディスプレイ面の表面積の差により第１の画像
と第２の画像との間で異なる。従って、第１及び第２の定視点の一方から広告要素までの
距離が他方からより長い際に、この実施形態では有利である。最も長い距離を有する定視
点に割り当てられた画像は、最も大きな表面積を有するディスプレイ面に適用されるもよ
いし、逆の場合も同じである。
【００６６】
　さらなる実施形態では、第１及び／または第２の画像は、それぞれ、第１及び／または
第２の定視点からの視線に対応する視線を有する逆透視図であることを特徴とする。
【００６７】
　本願明細書における視線との用語は、広告要素に対する、明解な第１、第２または第３
等の画像を生成する広告要素からの、または、に沿った三次元空間における視点または見
る角度を示す。本発明の目的のために歪められて、または、前もって補正されて断片化さ
れた形で用意される画像の広告要素は、解像されていないように見える画像、すなわち、
全ての角度または意図される視線以外の視点から多かれ少なかれ歪まれて、または、準最
適な画像を生成する。
【００６８】
　これにより、第１及び第２の画像は、広告要素の前または上にあるように見えるだろう
。広告要素上の広告情報は、これにより、隣接する広告要素の中で目立つだろうことを実
現する。
【００６９】
　逆透視変換（inverse perspective transformation）は、タイルへの画像変換の前に各
画像に適用される。これによりタイルにされた画像は、ディスプレイ面へのグラフィック
として適用される。
【００７０】
　さらなる実施形態によると、本願における広告要素は、第１及び／または第２のディス
プレイ面の少なくとも１つが平面であることを特徴とする。
【００７１】
　これにより、平面なディスプレイ面に適用されるグラフィックへの画像の変換は、簡易
化される。さらに、ディスプレイ面へのグラフィックの実用的な適用がより簡単になるこ
とを実現する。
【００７２】
　この実施形態は、上述の印刷方法の１つとして適用されるグラフィックまたは上述の非
永久的表示手段の１つとして適用されるグラフィックと同様に良好に適用する。
【００７３】
　別の実施形態では、第１及び／または第２のディスプレイ面は１つまたは２つの曲率を
有する。
【００７４】
　さらなる実施形態によると、本発明における広告要素は、第１及び／または第２のディ
スプレイ面の少なくとも１つが切子面のある面であることを特徴とする。
【００７５】
　切子面のある面は、複数の切子面を備え得、各切子面は、関連するディスプレイ面また
は表示断片面の支配的な面に対して傾斜している。
【００７６】
　これにより、分解された画質を引き起こす、隣接する第１及び第２のディスプレイ面間
の光の互いへの反射の影響が、ディスプレイ面の焦点が一か所でないために減少し得るこ
とを実現する。
【００７７】
　一実施形態では、第１のディスプレイ面は平面であり、第２のディスプレイ面は切子面
を有する。
【００７８】
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　一実施形態では、第１のディスプレイ面は切子面を有し、第２のディスプレイ面は平面
である。
【００７９】
　一実施形態では、第１及び第２のディスプレイ面は平面である。
【００８０】
　一実施形態では、第１及び第２のディスプレイ面は切子面を有する。
【００８１】
　さらなる実施形態によると、本発明における広告要素は、その第１及び／または第２の
ディスプレイ面からの拡散した光の反射を提供する、拡散、すなわち、光拡散材料を備え
る要素であることを特徴とする。
【００８２】
　これにより、１つのディスプレイ面から隣接するディスプレイ面への反射が避けられる
、または、軽減されるため、認識される画質はより良好であることを実現する。
【００８３】
　この広告要素の一例は、突起の第１のディスプレイ面が突起の第２のディスプレイ面に
向けられる構成におけるディスプレイ面を有する広告要素である。この場合、ディスプレ
イ面は、反対側のディスプレイ面に光を反射する状態であってよい。このことは、反対側
のディスプレイ面からの光が画像のディスプレイ面へ反射される画像認知の質を減少させ
るだろう。
【００８４】
　拡散材料が使用される際、光の反射は、拡散され、画像認知に関連して無視できるほど
僅かになる。
【００８５】
　拡散材料の例は、オープンセルフォーム、細い繊維の不織物、または、ナノテク表面を
含み得る。
【００８６】
　さらなる実施形態によると、本発明における広告要素は、第１及び第２のディスプレイ
面が低い正反射率を有することを特徴とする。
【００８７】
　これにより、１つのディスプレイ面から隣接するディスプレイ面への反射が避けられる
、または、軽減されるため、認識される画質はより良好であることを実現する。
【００８８】
　正反射率を有するディスプレイ面の効果は、上記の拡散材料の例において説明された効
果と似ている。
【００８９】
　正反射率を有するディスプレイ面は、艶消し仕上げを有する表面としも知られる。これ
は、艶消し塗料を使って広告要素上のグラフィックに適用することによって実施され得る
。　　
【００９０】
　または、完成したグラフィックの上にコーティングすることで適用され得る。
【００９１】
　理想的なディスプレイ面は、ランバート反射率を示すだろう。次いで、光は、見る角度
に限らず観察者に見える表面の明るさは同じであるように錯乱される。この場合は、異な
る角度から見ても正反射のハイライトは面上に見られない。
【００９２】
　さらなる実施形態によると、本発明における広告要素は、各突起が、グラフィックを有
する少なくとも１つの追加的なディスプレイ面を備え、追加的なディスプレイ面及びグラ
フィックは、追加的なディスプレイ面毎に１つの追加的な定視点に向けて配向され、追加
的なディスプレイ面に適用され、かつ、広告要素は、少なくとも１つの追加的なディスプ
レイ面上のグラフィックで構成される追加的なディスプレイ面毎に１つの追加的な画像を
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備えることを特徴とする。
【００９３】
　これにより、競技場での追加的な定視点が、本発明における広告要素の効果の便益何な
り得ることを実現する。
【００９４】
　さらなる実施形態によると、本発発明の広告要素は、各突起は、グラフィックを有する
１つの追加的なディスプレイ面を備え、前記追加的なディスプレイ面及び前記グラフィッ
クは、１つの追加的な定視点に向けて配向され、追加的なディスプレイ面に適用され、か
つ、広告情報は、前記少なくとも１つの追加的なディスプレイ面上の組み合わされたグラ
フィックで構成される１つの追加的な画像を備えることを特徴とする。
【００９５】
　これにより、３つの画像が広告要素上に表示され得ることを実現する。
【００９６】
　本発明における広告要素の一実施形態では、突起は四面体として形状化される。
【００９７】
　本発明における広告要素のこの実施形態は、広告面が複数の突起を備え、各突起は、第
１の定視点から可視であり、第１のディスプレイ面に適用されるグラフィックを有する第
１のディスプレイ面と、第２の定視点から可視であり、第２のディスプレイ面に適用され
るグラフィックを有する第２のディスプレイ面と、第３の定視点から可視であり、第３の
ディスプレイ面に適用されるグラフィックを有する第３のディスプレイ面と、を備え、広
告情報は、第１のディスプレイ面上の組み合わされたグラフィックで構成された第１の画
像と、第２のディスプレイ面上の組み合わされたグラフィックで構成された第２の画像と
、第３のディスプレイ面上の組み合わされたグラフィックで構成された第３の画像と、を
備えることを特徴とする。
【００９８】
　これにより、広告要素は、３つの定視点に向けて配向され得ることを実現する。
さらなる実施形態によると、本発明における広告要素を製造する方法は、広告要素を用意
するステップが；
‐　前記第１の定視点から可視であり、第１のディスプレイ面上のグラフィックで構成さ
れる第１の画像と、第２の定視点から可視であり、第２のディスプレイ面上のグラフィッ
クで構成される第２の画像と、を広告要素上に表示するための突起を構成するステップ、
‐　第１及び第２の画像を、第１及び第２のディスプレイ面にそれぞれ適用されるグラフ
ィックに対応するタイルに分離するステップ、及び、
‐　グラフィックの形のタイルを第１及び第２のディスプレイ面にそれぞれ適用するステ
ップ、
を含むことを特徴とする。
【００９９】
　これにより、第１及び第２の画像が、２つの定視点及び突起に特定的に適合されるよう
に広告要素に適用されることを実現できる。
【０１００】
　本願明細書において、定視点から「可視」との用語は、関連する画像が、特定の視点用
、または、その視点に対応する見る角度用に最適化されることを意味し得る。
【０１０１】
　第１及び第２の画像をタイルに分割する際、第１の定視点から可視である第１のディス
プレイ面の一部と、第２の定視点から可視である第２のディスプレイ面の一部と、は、デ
ィスプレイ面それぞれの一部だけが、定視点それぞれから可視であってよいことを考慮さ
れなくてはいけない。
【０１０２】
　さらなる実施形態によると、本発明における広告要素を製造する方法は、広告要素を用
意することが、画像をタイルに分割する前に第１及び第２の画像に変換を適用するステッ
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プを含むことを特徴とする。
【０１０３】
　これにより、広告要素の観察者による定視点からの認識及び一般的な体験が向上するこ
とを実現する。
【０１０４】
　さらなる実施形態によると、本発明における広告要素を製造する方法は、前記変換が、
逆透視変換、引き伸ばし、スキュー、アフィン変換、色変換、色強調、鮮明化、ぼかし、
及び／またはレイトレーシングの中から選択されることを特徴とする。
【０１０５】
　逆透視変換により、第１及び第２の画像は、広告要素の前または上にあるように見えこ
とを実現する。言い換えると、３Ｄオブジェクトになるように見られ得ることを実現する
。広告要素上の広告情報は、これにより、隣接する広告要素の中で目立つだろうことを実
現できる。
【０１０６】
　逆透視変換は、画像のタイルへの変換の前に各画像に適用される。次いで、タイル化さ
れた画像は、グラフィックとしてディスプレイ面に適用される。
【０１０７】
　引き伸ばしにより、画像がより３Ｄオブジェクトっぽく見え得る。引き伸ばしは、逆透
視変換より適用することが簡単である。
【０１０８】
　スキューにより、広告要素が定視点から角度を付けて配置される際に、見た目が向上す
ることを実現する。
【０１０９】
　アフィン変換により、画像の認識が、例えば逆透視変換より簡単な方法で向上する。
【０１１０】
　色変換により、画像の色が、意図された場所での照明の色を考慮され得る。
【０１１１】
　ぼけた画像を鮮明化することのより、画像は観察者により鮮明に見え得る。
【０１１２】
　ぼかすことにより、鮮明な画像が観察者にぼかしたように見え得る。
【０１１３】
　レイトレーシングにより、画像の最もリアルな見た目を実現する。
【０１１４】
　上述の２つ以上の変換が組み合わされてもよい。
【０１１５】
　逆透視変換とレイトレーシングとを組み合わせることの効果は、定視点で観察者によっ
て３Ｄオブジェクトとして知覚される特にリアルな画像を提供し得る。
【０１１６】
　さらなる実施形態によると、本発明における広告要素は、広告要素が、良好な弾性特性
を有する柔軟でしなやかな材料で構成され、これにより、要素は、変形後できるだけ素早
く元の形状に戻ることを特徴とする。
【０１１７】
　要素の変形は、例えば、アスリートが広告要素との接触する際に起こる。
【０１１８】
　これにより、アスリートの安全が向上することを実現する。広告要素に激しく接触して
もアスリートを怪我させないだろう。
【０１１９】
　さらに、梱包中に曲げたり丸めたりできるので、広告要素の移送性も向上する。広告要
素をバキュームパックすることも可能であり、これにより、移送及び保管中の広告要素の
体積を大いに削減できるだろう。
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【０１２０】
　　柔軟でしなやかな材料の例は、ゴム、ポリクロロプレン、ポリエーテル、及び、ポリ
ウレタンを含み、ポリウレタン及びポリクロロプレンは、好ましくは、発泡された状態で
ある。
【０１２１】
広告要素は、競技場のプレイフィールド上の広告に特に適しているが、別の使用にも適し
得る。さらに、広告要素は、広告または一般的な情報を表示するために使用され得る。
【０１２２】
　例えば、広告要素は、店に入る人及び店を出る人への情報を表示することができるドア
マットとして使用され得る。このような情報の例は、この構成においては、人が店に入る
際は「いらっしゃいませ」、また、人が店を出る際は「さようなら」であり得る。別の例
は、人が店に入る際の宣伝する商品の写真であり、店を出る際にはテキストのメッセージ
と共に宣伝する商品の写真が消費者に商品を購入することを思い出させる。
【０１２３】
　本願は、添付する図を参照にして、より詳細に説明されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１ａ】第１の画像が可視である、定視点に関連する広告要素である。
【図１ｂ】第２の画像が可視である、図１の広告要素である。
【図２】広告要素の断面上の第１及び第２のディスプレイ面である。
【図３ａ】第１の定視点に関連する第１のディスプレイ面を示す、図２の広告要素の詳細
図である。
【図３ｂ】第２の定視点に関連する第２のディスプレイ面を示す、図２の広告要素の詳細
図である。
【図４ａ】一実施形態において、タイルがプリントキャリアに貼付されるところの、タイ
ルへの画像変換を示す図である。
【図４ｂ】一実施形態において、タイルがプリントキャリアに貼付されるところの、タイ
ルへの画像変換を示す図である。
【図４ｃ】一実施形態において、タイルがプリントキャリアに貼付されるところの、タイ
ルへの画像変換を示す図である。
【図４ｄ】一実施形態において、タイルがプリントキャリアに貼付されるところの、タイ
ルへの画像変換を示す図である。
【図５ａ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用される、一実
施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図５ｂ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用される、一実
施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図５ｃ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用される、一実
施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図５ｄ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用される、一実
施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図６ａ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用され、ドロッ
プラインがタイルに足される、一実施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図６ｂ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用され、ドロッ
プラインがタイルに足される、一実施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図６ｃ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用され、ドロッ
プラインがタイルに足される、一実施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図６ｄ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用され、ドロッ
プラインがタイルに足される、一実施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図７ａ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用され、画像重
複がタイルに足される、一実施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
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【図７ｂ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用され、画像重
複がタイルに足される、一実施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図７ｃ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用され、画像重
複がタイルに足される、一実施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図７ｄ】タイルに、広告要素上に直接印刷することによってタイルに適用され、画像重
複がタイルに足される、一実施形態おけるタイルへの画像変換を示す図である。
【図８】定視点が互いに反対に配置される、広告要素の上面図である。
【図９】広告要素が２つの逆透視変換を示すように適合された、広告要素の上面図である
。
【図１０】定視点が広告要素に対して角度が付けられて配置される、広告要素の上面図で
ある。
【図１１】定視点が非対称構成である、広告要素の上面図である。
【図１２】傾斜した見る角度を補正する、タイルへの画像変換方法を示す図である。
【図１３】傾斜した見る角度で見られた際の広告要素上の第２の画像を示す図である。
【図１４】図１３の広告要素の上面図を示す図である。
【図１５ａ】画像に適用された異なる変換を有する広告要素の実施形態を示す図である。
【図１５ｂ】画像に適用された異なる変換を有する広告要素の実施形態を示す図である。
【図１５ｃ】画像に適用された異なる変換を有する広告要素の実施形態を示す図である。
【図１６】広告要素の実施形態の断片の上面図を示す図である。
【図１７】追加の視点からの図７の広告要素の見え方を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０１２５】
　図の説明において、同一または対応する要素には、異なる図において同じ符号が付せさ
れるだろう。従って、全ての詳細説明が各図／実施形態と関連して記されるわけではない
。
【０１２６】
　図１ａ及び１ｂは、定視点４、６に関連する広告要素２を図示する。図１ａは、第１の
画像８が可視の状態の広告要素２を図示し、図１ｂは、第２の画像１０が可視の状態の広
告要素２を図示する。
【０１２７】
　図１ａ及び図１ｂ上の第１及び第２の画像８、１０は、例示的な目的に過ぎない。第１
及び第２の画像８、１０は、視点４、６それぞれの視線から見られているように解釈され
るべきである。図の目的は、第１の定視点４、第２の定視点６、及び、広告要素２の相対
位置を示すことである。
【０１２８】
　図１ａでは、広告要素２が第１の定視点４から見られる際に、埋められた円を表してい
る第１の画像８が可視である。
【０１２９】
　図１ｂでは、広告要素２が第２の定視点６から見られる際に、埋められた三角形を表し
ている第２の画像１０が可視である。
【０１３０】
　広告要素２は、定視点４、６に関連する特定の場所用に構成される。従って、広告要素
２及び定視点４、６の相対位置は、第１の定視点４から見る際に、第１の画像８が明解な
画像として見え、第２の定視点６から見る際に、第２の画像１０が明解な画像として見え
るようにする、広告要素２を用意する際の入力パラメータである。
【０１３１】
　広告要素２は、複数の突起１２を備える広告面を有する。各突起１２は、第１のディス
プレイ面１４（図１ａ参照）及び第２のディスプレイ面１６（図１ｂ参照）を有する。
【０１３２】
　各突起１２は、前記第１のディスプレイ面（１４）及び前記第２のディスプレイ面（１
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６）からグラフィックを分離する分離線を備えるエッジ３を有する。この分離線は、１ｍ
ｍの厚さを有してもよく、色は、各ディスプレイ面上のグラフィックの色の中間色として
選択されてもよい。または、離間線は、グレイ、例えば３０％グレイであってもよい。別
の代替案は、色は、各ディスプレイ面グラフィックの近傍ピクセルのより支配的できない
色が選択されてもよい。
【０１３３】
　図１ａ及び図１ｂにおける広告要素２は長方形である。
【０１３４】
　別の実施形態では、広告要素２は、上から見られる際に、円形、楕円形、三角形、四角
形、五角形、六角形、八角形、または、別の多角形もしくは直線及び／または曲線から成
る外形を有する混成形であってよい。
【０１３５】
　好適な実施形態では、広告要素２は、図５に示すように、共に統合された２つの台形か
ら成ってもよい。
【０１３６】
　第１の定視点４において、第１の撮像装置５は、第１の画像８を撮像するように配置さ
れ得る。例えば、スポーツイベント中に、第１の撮像装置５は、テレビカメラである。第
１の画像８は、第１の撮像装置５によって撮像され、テレビの視聴者に伝送される。
【０１３７】
　第２の定視点６において、第２の撮像装置７は、第２の画像１０を撮像するように配置
され得る。例えば、スポーツイベント中に、第２の撮像装置７は、テレビカメラである。
第２の画像１０は、第２の撮像装置７によって撮像され、テレビの視聴者に伝送される。
【０１３８】
　図２は、広告要素２の断面での、突起１２の第１及び第２のディスプレイ面を示す。本
願明細書において、図示された第１及び第２のディスプレイ面１４、１６それぞれは、断
片面から成り、各突起１２は、第１及び第２ディスプレイ面１４、１６それぞれの断片ま
たはサブ面を見せる。
【０１３９】
　第１のディスプレイ面１４は、そこに適用されるグラフィック１８’を有する。グラフ
ィック１８’は、第１の定視点４から可視である。
【０１４０】
　第２のディスプレイ面１６は、そこに適用されるグラフィック１８”を有する。グラフ
ィック１８”は、第２の定視点６から可視である。
【０１４１】
　広告要素２が第１の定視点４から見られる際、各突起１２は、第２のディスプレイ面１
６が第１のディスプレイ面１４によって遮断されるように構成される。広告要素２が第２
の定視点６から見られる際、各突起１２は、第１のディスプレイ面１４が第２のディスプ
レイ面１６によって遮断されるように構成される。従って、広告要素２の第２のディスプ
レイ面１６は、第１の定視点４には隠され、広告要素２の第１のディスプレイ面１４は、
第２の定視点６には隠される。
【０１４２】
　示される実施形態では、第１及び第２のディスプレイ面１４、１６は、後ろ合わせ構成
で配置される。
【０１４３】
　示される実施形態では、第１及び第２ディスプレイ面１４、１６それぞれは、平面であ
る。
【０１４４】
　図３ａ及び図３ｂは、図２の広告要素２の詳細図であり、第１の定視点４に関連する第
１のディスプレイ面１４と、第２の定視点６に関連する第２のディスプレイ面１６とを別
々に示している。
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【０１４５】
　第１の定視点４から可視であるグラフィック１８’の面積は、第２の定視点６により近
い広告要素２の端に向かうにつれ次第に減少する。これは、２つの隣接する突起１２の第
１の定視点４に近接する突起１２が、離れた突起１２の第１のディスプレイ面１４の一部
を遮断するからである。
【０１４６】
　第１の定視点４に最も近い完全な第１のディスプレイ面１４は、第１の定視点４から可
視である。
【０１４７】
　第２の定視点６から可視であるグラフィック１８”の面積は、第１の定視点４により近
い広告要素２の端に向かうにつれ次第に減少する。これは、２つの隣接する突起１２の第
２の定視点６に近接する突起１２が、離れた突起１２の第２のディスプレイ面１６の一部
を遮断するからである。
【０１４８】
　第２の定視点６に最も近い完全な第２のディスプレイ面１６は、第２の定視点６から可
視である。
【０１４９】
　突起１２の形状は、広告要素２、第１の定視点４、及び、第２の定視点６の相対位置に
基づいて、かつ、幾何学及び三角法の教示を利用することによって構成される。または、
３Ｄベクトル空間におけるレイトレーシングや投影のようなさらなる先進技術が利用され
てもよい。
【０１５０】
　突起１２は、第１の定視点４から可視になる第１の画像８を広告要素２上に表示するよ
うに構成される。第１の画像８は、第１のディスプレイ面１４上の組み合わされたグラフ
ィック１８’から構成される。
【０１５１】
　突起１２は、第２の定視点６から可視になる第２の画像１０を広告要素２上に表示する
ように構成される。第２の画像１０は、第２のディスプレイ面１６上の組み合わされたグ
ラフィック１８”から構成される。
【０１５２】
　突起の形状と、広告要素２、第１の定視点４、及び、第２の定視点６の相対位置とに基
づいて、第１及び第２の画像８、１０は、２つのタイルに分割される（図４及び図５参照
）。タイル（図４及び図５参照）は、図１８’、１８”として対応するディスプレイ面１
４、１６に適用される。
【０１５３】
　図４ａ～図４ｄは、一実施形態における、タイルへの第１の画像８の変換を図示する。
明瞭にする目的で、図４ａ～図４ｄは、第１の定視点４用のみの変換を示す。当業者であ
れば、第２の定視点６に教示を適用することができるだろう。
【０１５４】
　図４ａで、第１の定視点４は、広告要素２（破線で示される）の予定位置２２の右上に
配置される。第１のディスプレイ面１４’、１４”、１４”’それぞれを有する第１、第
２、及び第３の突起１２’、１２”、１２”’の予定位置もまた破線で示される。
【０１５５】
　第１、第２、及び第３の突起１２’、１２”、１２”’の第１のディスプレイ面１４’
、１４”、１４”’は、第１、第２、及び第３の影２４’、２４”、２４”’を広告要素
２の支持面２６上に投影するだろう。
【０１５６】
　第１、第２、及び第３の影２４’、２４”、２４”’は、図４ｂで上から見られる。広
告要素２上に表示され、かつ、第１の定視点４から可視である第１の画像８は、組み合わ
された影２４’、２４”、２４”’の上に示される。
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【０１５７】
　図４ａ～図４ｂから明らかなように、第１の画像８は、第１の定視点から見られた際に
、広告要素２の実際のフットプリントより大きなフットプリントを有するように見えるだ
ろう。
【０１５８】
　第１の画像８は、影２４’、２４”、２４”’にそれぞれ対応する第１の画像タイル２
８’、２８”、２８”’に分割され、第１のディスプレイ面１４’、１４”、１４”’に
よって支持面２６上に投影される。
【０１５９】
　各第１のディスプレイ面１４’、１４”、１４”’の第１の定視点４から可視な部分の
幅が測定される。次いで、第１の画像タイル２８’、２８”、２８”’は、各第１のディ
スプレイ面１４’、１４”、１４”’の第１の定視点４から可視な部分の幅に合うように
それぞれ縮小される。
【０１６０】
　図４ｄは、グラフィックがディスプレイ面１４’、１４”、１４”’それぞれに適用さ
れる際に、第１の画像に対応するタイルに適用されるグラフィック１８’を有する、結果
として生じるタイル２０’、２０”、２０”’を示す。
【０１６１】
　これらのタイル２０’、２０”、２０”’は、プリントキャリアに適用されてもよく、
その後、広告要素２のディスプレイ面１４’、１４”、１４”’それぞれに固定されても
よい。次いで、タイル２０’、２０”、２０”’は、第１の定視点４から見られる際に、
図４ｂに示される第１の画像８として見えるように明解な画像へと組み合わされる。
【０１６２】
　タイル２０’、２０”、２０”’は、共に結合され、第２の定視点６（図示せず）から
可視になる第２の画像１０（図示せず）を形成する他のタイルと、グラフィックを有さな
い中間タイルと、または、ドロップラインもしくは広告要素の不完全さを隠すためのその
前のディスプレイ面からの画像情報とを有するウェブ（図示せず）を形成し得る。ウェブ
は、折られてそれ自体内に広告要素２の突起を形成し得る、または、広告要素２の表面に
固定され得る。
【０１６３】
　例えば、このことは、広告要素２の上部に印刷されたキャリアを印刷するかつ／または
積層する前もしくは後に、その関連する突起１２を有する広告要素２の上部を熱形成する
ことによって実施され得る。
【０１６４】
　３つの突起を有する、図４ｃに示される、広告要素２に適合されたこのようなウェブ（
図示せず）は、左から右に、第１の画像８のタイル２０’、第２の画像１０のタイル、両
定視点から隠れる中間タイル、第１の画像８のタイル２０”、第２の画像２０のタイル、
両定視点から隠れる中間タイル、第１の画像８のタイル２０”’、及び最後に、第２の画
像１０のタイルから構成される。
【０１６５】
　当業者であれば、第２の画像１０のタイルを生成するために上述のような変換を適用す
ることができるだろう。
【０１６６】
　図５ａ～図５ｄは、一実施形態においてタイルへの第１の画像８の変換を図示し、タイ
ルは、広告要素２上に直接印刷することによって適用される。明瞭にする理由で、図５ａ
～５ｄは、第１の定視点４用のみの変換を示す。
【０１６７】
　当業者であれば、第２の定視点６に教示を適用することが可能だろう。
【０１６８】
　図５ａ～図５ｄは、グラフィック１８’が、ディスプレイ面１４、１６上に直接印刷す
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ることによって広告要素２にて適用される点で図４ａ～図４ｄと異なる。
【０１６９】
　第１の画像タイル２８’、２８”、２８”’を収縮する際の変換は、上から見られた際
の第１のディスプレイ面１４’、１４”、１４”’の可視な部分の投影された幅に基づく
。
【０１７０】
　結果として生じるタイル２０’、２０”、２０”’は、上から広告要素２に直接印刷す
るまたはスプレーすることによってディスプレイ面１４’、１４”、１４”’に適用され
得る。
【０１７１】
　図６ａ～図６ｄは、一実施形態において第１の画像タイル２８’、２８”、２８”’へ
の第１の画像８の変換を図示し、第１の画像タイル２８’、２８”、２８”’は、図５ａ
～５ｄに示した実施形態と同様に、広告要素上に直接印刷することによって適用される。
【０１７２】
　明瞭にする理由で、図６ａ～６ｄは、第１の定視点４用のみの変換を示す。当業者であ
れば、第２の定視点６に教示を適用することが可能だろう。
【０１７３】
　広告要素２の構造の製造許容量と、広告要素２の上面にグラフィック１８’、１８”、
１８”’を適用する上での許容量と、が原因で、グラフィック１８’、１８”、１８”’
で覆われない部分である、第１のディスプレイ面１４”、１４”’の下部１９’、１９”
と、近接する突起１２’、１２”によって遮断される部分と、は、それぞれ第１の定視点
４から部分的に可視であってよい。
【０１７４】
　このことにより、第１の定視点４から見た際の第１の画像８の画質が悪くなる結果とな
る。
【０１７５】
　この問題を解消するためには、第１のディスプレイ面１４”、１４”’の下部１９’、
１９”の単色を塗布することが１つのオプションである。
【０１７６】
　しかしながら、より良いオプションは、タイル上にドロップライン２、２１”を含むこ
とである。ドロップライン２、２１”は、近接するグラフィックの１８’、１８”の端を
離れたグラフィック１８”、１８”’に向けて引き伸ばしし、第１のディスプレイ面１４
”、１４”’の下部１９’、１９”に、これをそれぞれ適用することによって生成される
。
【０１７７】
　または、離れたグラフィック１８”、１８”’の始まりを近接するグラフィック１８’
、１８”に向けて引き伸ばしし、第１のディスプレイ面１４”、１４”’の下部１９’、
１９”に、これをそれぞれ適用することによって生成される。
【０１７８】
　図７ａから図７ｄは、一実施形態における第１の画像タイル２８’, ２８”, ２８”’
への第１の画像８の変換を図示する。第１の画像タイル２８’, ２８”, ２８”’は、図
６ａ～図６ｄに示される実施形態と類似した広告要素上に直接印刷されることによって適
用される。
【０１７９】
　明瞭にする理由で、図７ａ～７ｄは、第１の定視点４用のみの変換を示す。当業者であ
れば、第２の定視点６に教示を適用することが可能だろう。
【０１８０】
　ドロップライン２１’, ２１”（図６ａ～図６ｄ参照）の代わりに、接するグラフィッ
ク１８’、１８”が、第１のディスプレイ面１４”、１４”’の下部１９’、１９”上に
重ねられる。
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【０１８１】
　これは、グラフィックが広告要素の上面に直接印刷される実施形態用に示されているが
、当業者であれば、広告要素の上面に続いて適用されるプリントキャリア上にグラフィッ
クが印刷される実施形態にもこれを適用できるだろう。
【０１８２】
　図８は、広告要素２の上面図を示す。ここでは第１及び第２の画像８、１０のタイリン
グが示される。第１及び第２の画像８、１０のタイルは、それぞれ、広告面に亘って交互
に分配される。
【０１８３】
　図９は、広告要素２の一実施形態の上面図である。
【０１８４】
　この実施形態では、広告要素２は、共に統合された２つの台形をから成る。
【０１８５】
　この実施形態では、第１及び第２の画像８、１０それぞれは、第１及び／または第２の
定視点４、６それぞれからの視線に対応する、その視線を有する逆透視画像である。
【０１８６】
　定視点４、６は、直接的に互いに反対でなくてもよく、単に、関連するディスプレイ面
が前記定視点から可視であり得るように配置される。逆透視変換は、広告要素に対する視
点の位置に従ってなされるべきである。
【０１８７】
　図１０は、広告要素２の一実施形態の上面図である。
【０１８８】
　第１及び第２の画像は、第１及び第２の定視点４、６から見られた際に、図１ａ及び図
１ｂに示される第１及び第２の画像８，１０に類似した埋められた円形及び埋められた三
角形として見える。
【０１８９】
　広告要素２と第１及び第２の定視点４、６との間の角度を補正するために、さらなる変
換が、第１及び第２のディスプレイ面１４、１６にそれぞれ適用されるグラフィック１８
’、１８”を生成する前に適用される。
【０１９０】
　この変換は、図１２でさらに説明される。
【０１９１】
　図１１は、広告要素２の上面図を示す。定視点４、６は広告要素２に角度を付けて配置
される。
【０１９２】
　この実施形態では、第１及び第２の画像８、１０それぞれは、第１及び／または第２の
定視点４、６それぞれからの視線に対応する、その視線を有する逆透視画像である。
【０１９３】
　図１２は、傾斜した見る角度を補正する、タイルへの画像変換方法を示す。
【０１９４】
　影２４’、第１の突起１４’の第１のディスプレイ面１４’によって投影される。図４
ｂから図４ｃへの、または、図５ｂ～図５ｃへの変換と同様の変換が、影２４’によって
画定される第１の画像タイル２８’に適用される。さらに、スキュー形状（skew）に傾斜
した見る角度を補正するための変換が、第１の画像タイル２８’に適用される。
【０１９５】
　第１の定視点４に最も近い上点である、第１の突起１２’上のタイル２０’の右上点３
０は、第１の突起１２’の第１のディスプレイ面１４’によって投影される影２４’と、
第２の突起１２”の第１のディスプレイ面１４”によって投影される影（図示せず）との
間の右境界を示す点３０’と対応するはずである。これらの点は、第１の定視点４から第
１の突起１２’上のタイル２０’の右上点３０に向かって突出する線３２によって生成さ



(21) JP 2015-528123 A 2015.9.24

10

20

30

40

50

れる。
【０１９６】
　第１の突起１２’上のタイル２０’の右下点３４は、第１の突起の第１のディスプレイ
面１４’によって投影される影２４’の右の開始点を示す点３４’と対応するはずである
。これらの点は、点３０’から長軸方向に突起１２’上のタイル２０’の底と交差するま
で延在する線３６によって生成される。
【０１９７】
　第１の定視点４から最も離れた下点である、第１の突起１２’上のタイル２０’の左下
点３８は、第１の突起１２’の第１のディスプレイ面１４’によって投影される影２４’
の右の開始点を示す点３４’と対応するはずである。これらの点は、第１の定視点４から
第１の突起１２’上のタイル２０’の左下点３８に向かって突出する線４０によって生成
される。
【０１９８】
　第１の定視点４から最も離れた上点である、第１の突起１２’上のタイル２０’の左上
点４２は、第１の突起１２’の第１のディスプレイ面１４’によって投影される影２４’
と、第２の突起１２”の第１のディスプレイ面１４”によって投影される影（図示せず）
との間の左境界を示す点４２’と対応するはずである。
【０１９９】
　これらの点は、第１の定視点４から、第１の突起１２’の第１のディスプレイ面１４’
によって投影される影２４’と、第２の突起１２”の第１のディスプレイ面１４”によっ
て投影される影（図示せず）との間の左境界を示す上店４２’に向かって突出する線４４
によって生成される。線４４と前記第１の突起１２’の上との点は、左上点４２を示す。
【０２００】
　これは、２つの異なるスキュー角「θ」及び「Φ」をもたらす。
【０２０１】
　これらのスキュー角は、２つのスキュー角「θ」及び「Φ」の平均であるスキュー角を
適用することによって画像に適用される。これは、長い距離では無視できるほどの小さな
エラーをもたらす。
【０２０２】
　または、画像タイルはタイル２０’を通過するレイトレーシングによって生成される。
【０２０３】
　上述のレイトレースされた図におけるスキューの違いは、多大に誇張されているが、こ
れは図示目的のためと、定視点への距離が短いことによる。
【０２０４】
　図１３は、傾斜した視角で見た際の広告要素２上の第２の画像１０を図示する。
【０２０５】
　タイル２０’のスキューは、図１３から明らかである。このスキューは、広告要素２が
、傾斜した視角で見られた際に、タイルが単一の明解な画像として見えることを可能にす
る。
【０２０６】
　図１４は、図１３における広告要素２の上面図である。
【０２０７】
　図１５ａ～図１５ｃは、第２画像に適用される異なる変換を有する広告要素２の実施形
態を図示する。類似した変換が、第１の画像に適用され得る。
【０２０８】
　図１５ａ～図１５ｃにおいて。広告要素２のサイズ及び形状は変わっていない。
【０２０９】
　図１５ａにおいて、第２の画像１０は、広告要素２に第２の画像１０を適用する必要が
ある変換以外の他の変換の対象ではない。第２の画像１０は、第２の定視点から見られた
際に広告要素２上に平坦に位置するように見えるようになる三角形を示している。
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【０２１０】
　図１５ｂにおいて、第２の画像１０は、引き伸ばしとして知られる変換の対象である。
第２の画像１０は、広告要素２の遠端に向けた方向に引き伸ばしされる。このことが、第
２の定視点から見た際に、第２の画像、より具体的には三角形が、３次元に見え始める効
果をもたらすだろう。
【０２１１】
　図１５ｃでは、第２の画像１０は、逆透視変換として知られる変換の対象である。第２
の定視点から見た際、第２の画像１０は、３次元であるように見え始める。図１５ｃに見
られるケースでは、第２の画像１０は、まるでそれが、垂直または垂直に近い平面であり
、その平面上に示される三角形を有する平面のように見える。
【０２１２】
　図１６及び図１７は、広告要素２の一実施形態を示す。
【０２１３】
　図１６は、広告要素２の一部の上面図を示し、図１７は、追加的な視点からの広告要素
２の図を示す。
【０２１４】
　広告要素２の広告面は複数の突起１２を備える。各突起１２は、第１の定視点４から可
視であり、面１４に適用される、グラフィック１８’を有する第１のディスプレイ面１４
と、第２の定視点６から可視であり、面１６に適用される、グラフィック１８”を有する
第２のディスプレイ面１６と、第３の定視点６から可視であり、面４６に適用される、グ
ラフィック１８”’を有する第３のディスプレイ面４６と、を備える。　
【０２１５】
　広告要素は、第１のディスプレイ面１４上の組み合わされたグラフィック１８’で構成
される第１の画像８を有する。第１の画像８は、第１の定視点４から可視である。
【０２１６】
　また、広告要素は、第２のディスプレイ面１６上の組み合わされたグラフィック１８”
で構成される第２の画像１０を有する。第２の画像１０は、第２の定視点６から可視であ
る。
【０２１７】
　さらに、広告要素は、追加的なまたは第３のディスプレイ面４６上の組み合わされたグ
ラフィック１８”’で構成される追加的なまたは第３の画像４８を有する。追加的なまた
は第３の画像４８は、追加的なまたは第３の定視点から可視である。
【０２１８】
　第１の（図示せず）、第２の（図示せず）、及び、追加的な画像４８は、この実施形態
では単色のものである。
【符号の説明】
【０２１９】
２　広告要素
４　第１の定視点
６　第２の定視点
８　第１の画像
１０　第２の画像
１２　突起
１２’、１２”、１２”’　第１、第２、及び第３の突起
１４、１４’、１４”、１４”’　第１のディスプレイ面
１６　第２のディスプレイ面
１８’、１８”、１８”’　グラフィック
１９’、１９”　下部
２０’、２０”、２０”’　タイル
２１’, ２１” 　ドロップライン
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２４’、２４”、２４”’　影
２８’、２８”、２８”’　第１の画像タイル

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】

【図３ａ】
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【図３ｂ】 【図４ａ－４ｄ】

【図５ａ－５ｄ】 【図６ａ－６ｄ】
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【図７ａ－７ｄ】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５ａ】 【図１５ｂ】

【図１５ｃ】 【図１６】
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月11日(2014.7.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面上に位置するように適合された下部と、広告情報を有する広告面を備える上部と、
を有する広告要素（２）であって、
　前記広告面は、複数の突起（１２）を備え、前記突起（１２）それぞれは、グラフィッ
ク（１８’）を有する第１のディスプレイ面（１４）の断片であって、前記グラフィック
（１８’）は、前記第１のディスプレイ面に適用され、前記第１のディスプレイ面（１４
）及び前記グラフィック（１８’）は、第１の定視点（４）に向けて配向されている、第
１のディスプレイ面（１４）の断片と、グラフィック（１８”）を有する第２のディスプ
レイ面（１６）の断片であって、前記グラフィック（１８”）は前記第２のディスプレイ
面（１６）に適用され、前記第２のディスプレイ面（１６）及び前記グラフィック（１８
”）は、第２の定視点（６）に向けて配向されている、第２のディスプレイ面（１６）の
断片と、を備え、
　前記広告情報は、前記第１のディスプレイ面（１４）上で組み合わされる前記グラフィ
ック（１８’）で構成される第１の画像（８）と、前記第２のディスプレイ面（１６）上
で組み合わされる前記グラフィック（１８”）で構成される第２の画像（１０）と、を備
え、
　前記断片それぞれは、その定視点（４、６）から見る際に、前記第１及び第２のディス
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プレイ面（１４、１６）それぞれの可視な部分と遮断される部分とをと備え、前記遮断さ
れる部分は前記断片の下部（１９’、１９”）であり、
　前記第１のディスプレイ面と前記第２のディスプレイ面とは、縁（３）によって分離さ
れ、前記縁は、グラフィックを前記第１のディスプレイ面（１４）及び前記第２のディス
プレイ面（１６）から分離する分離線を備え、
　ドロップライン（２１’、２１”）が前記断片の前記遮断される下部（１９’、１９”
）に適用され、これにより前記断片の前記可視な部分に適用される前記グラフィックの下
端部を前記断片の最下部に向かう方向に引き伸ばすことを特徴とする広告要素（２）。
【請求項２】
　前記分離線は、厚み及び色を有し、前記分離線の前記厚み及び色は、これにより前記分
離線が１つのディスプレイ面が反対側のディスプレイ面上のグラフィックの視覚的印象を
邪魔することを避けるものであることを特徴とする請求項１に記載の広告要素（２）。
【請求項３】
　前記分離線は単一の色を有することを特徴とする請求項２に記載の広告要素（２）。
【請求項４】
　第１及び第２の定視点（４、６）それぞれから可視である連続する断片それぞれ上のグ
ラフィックの面積は、前記広告要素（２）の前記第１及び第２のディスプレイ面（１４、
１６）それぞれの近位端から遠位端にかけて次第に小さくなることを特徴とする請求項１
～３のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項５】
　グラフィックは、前記第１の定視点（４）から可視である前記第１のディスプレイ面（
１４）の一部に施され、かつ、前記第２の定視点（６）から可視である前記第２のディス
プレイ面（１６）の一部に適用されることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記
載の広告要素（２）。
【請求項６】
　単色が、前記断片の前記遮断された、下部（１９’、１９”）に適用されることを特徴
とする請求項１～５のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項７】
　前記突起（１２）それぞれは、前記広告要素（２）が前記第２の定視点（６）から見ら
れた際に、前記第１のディスプレイ面（１４）が、前記第２のディスプレイ面（１６）に
よって遮断されるように、かつ／または、前記広告要素（２）が前記第１の定視点（４）
から見られた際に、前記第２のディスプレイ面（１６）が、前記第１のディスプレイ面（
１４）によって遮断されるように構成されることを特徴とすることを特徴とする請求項１
～６のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項８】
　前記第１及び第２のディスプレイ面（１４、１６）は、後ろ合わせの構成で配置される
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項９】
　前記第１及び／または第２の画像（８、１０）は、それぞれ、前記第１及び／または第
２の定視点（４、６）からの視線に対応する視線を有する逆透視図であることを特徴とす
る請求項１～８のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項１０】
　前記第１及び／または第２のディスプレイ面（１４、１６）の少なくとも１つは、平面
であることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項１１】
　前記第１及び／または第２のディスプレイ面（１４、１６）の少なくとも１つは、切子
面のある面であることを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の広告要素（２
）。
【請求項１２】
　前記広告要素（２）は、前記広告要素（２）の前記第１及び／または第２のディスプレ
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イ面（１４、１６）から光の拡散反射をもたらすために拡散材料を備えることを特徴とす
る請求項１～１１のいずれか一項に記載の広告要素（２）。　
【請求項１３】
　前記第１及び第２のディスプレイ面（１４、１６）は、低い正反射率を有することを特
徴とする請求項１～１２のいずれか一項に記載の広告要素（２）。
【請求項１４】
　前記突起（１２）それぞれは、グラフィック（１８”’）を有する少なくとも１つの追
加的なディスプレイ面（４６）を備え、前記追加的なディスプレイ面（４６）及び前記グ
ラフィック（１８”’）は、追加的なディスプレイ面毎に１つの追加的な定視点に向けて
配向され、追加的なディスプレイ面に施され、
　前記広告要素は、前記少なくとも１つの追加的なディスプレイ面（４６）上の組み合わ
された前記グラフィック（１８”’）で構成される追加的なディスプレイ面毎に１つの追
加的な画像（４８）を備えることを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の広
告要素（２）。
【請求項１５】
　前記突起（１２）それぞれは、グラフィック（１８”’）を有する少なくとも１つの追
加的なディスプレイ面（４６）を備え、前記追加的なディスプレイ面（４６）及び前記グ
ラフィック（１８”’）は、追加的なディスプレイ面毎に１つの追加的な定視点に向けて
配向され、追加的なディスプレイ面に施され、前記広告要素は、前記少なくとも１つの追
加的なディスプレイ面（４６）上の組み合わされた前記グラフィック（１８”’）で構成
される追加的なディスプレイ面毎に１つの追加的な画像（４８）を備えることを特徴とす
る請求項１４に記載の広告要素（２）。
【請求項１６】
　広告画像を撮像する方法であって、当該方法は、
　第１の定視点に第１の撮像装置と第２の定視点に第２の撮像装置と配置するステップ、
　前記第１の画像が前記第１の定視点から可視であり、前記第２の画像が前記第２の定視
点から可視になるように、請求項１～１５のいずれか一項に記載の広告要素を前記第１及
び第２の撮像装置の視線に配置するステップ、及び、
　前記第１及び／または第２の撮像装置によって前記第１の画像及び／または前記第２の
画像を撮像するステップ、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　広告要素（２）を製造する方法であって、
　前記広告要素（２）と、第１及び第２の定視点（４，６）との相対位置を確立するステ
ップ、及び
　前記第１の定視点（４）から見た際に明解である前記第１の画像（８）と前記第２の定
視点（６）から見た際に明解である前記第１の画像（１０）とを形成する前記相対位置に
基づいて請求項１～１５のいずれか一項に記載の広告要素（２）を用意するステップ、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記広告要素（２）を用意するステップは、
‐　前記第１の定視点（４）から可視であり、前記第１のディスプレイ面上のグラフィッ
ク（１８’）で構成される第１の画像８と、前記第２の定視点（６）から可視であり、前
記第２のディスプレイ面上のグラフィック（１８”）で構成される第２の画像１０と、を
広告要素（２）上に表示するための前記突起（１２）を構成するステップ、
‐　前記第１及び第２の画像（８、１０）を、前記第１及び第２のディスプレイ面（１４
、１６）にそれぞれ適用されるグラフィック（１８’、１８”）に対応するタイルに分離
するステップ、及び、
‐　グラフィックの形の前記タイルを前記第１及び第２のディスプレイ面にそれぞれ適用
するステップ、
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を含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記広告要素（２）を用意するステップは、前記第１及び第２の画像をタイルに分離す
る前に、前記第１及び第２の画像（８、１０）に変換を適用するステップを含むことを特
徴とする請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記変換は、逆透視変換、引き伸ばし、スキュー、アフィン変換、色変換、色強調、鮮
明化、ぼかし、及び／またはレイトレーシングの中から選択されることを特徴とする請求
項１９に記載の方法。



(32) JP 2015-528123 A 2015.9.24

10

20

30

40

【国際調査報告】



(33) JP 2015-528123 A 2015.9.24

10

20

30

40



(34) JP 2015-528123 A 2015.9.24

10

20

30

40



(35) JP 2015-528123 A 2015.9.24

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(72)発明者  ソレン・ストゥーヴェルベック・ラーセン
            デンマーク・７１００・バイレ・スキュッテフスガーデ・２・エムエフ・２


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

